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台東区ＤＸ推進計画について 

 

１．パブリックコメント実施結果・・・別紙１ 

 

２．中間のまとめ（案）からの主な変更点 
 

項番 頁 変更箇所 変更内容 

１ 13～79 
第２章 

計画の内容 

① 新規２施策を追加 

・施策４ デジタルによる災害対策の強靭化 

・施策 10 公共施設利用の利便性向上 

② 新規 10取組を追加 

・取組３ コンビニ交付サービスの拡充 

・取組４ 窓口業務改革 

・取組７ 災害時の情報発信の強化 

・取組８ 災害時の通信手段の確保 

・取組９ 出生届のオンライン化 

・取組 10 医療費助成等のデジタル化（ＰＭＨ） 

・取組 17 まちづくりプラットフォームの構築 

・取組 19 公共施設予約システムの機能強化 

・取組 20 図書館システムの機能強化 

・取組 37 システム監査の実施 

（総数：施策数 19、取組数 38） 

③ 各施策に「取組の推進で目指す将来イメージ」を追加 

④ 各取組に「事業計画」を追加 

⑤ 評価指標を追加（主な追加項目） 

・施策１ 証明書のコンビニ交付割合 

・施策２ スマートフォン講座参加者数（累計） 

・施策 10 公共施設予約システムの利用者で使いやすさに

満足している人の割合 

・施策 12 生成ＡＩの利用回数（月平均） 

・施策 18 システム監査の実施回数 

２ 39・40 
第２章 

計画の内容 

①施策７情報化社会に対応した教育による児童・生徒の育成 

生成ＡＩの活用、情報モラル教育に関する記載を追加 

３ 63・64 
第２章 

計画の内容 

①施策 14 教育現場におけるＩＣＴを活用した働き方改革 

クラウドサービスや生成ＡＩの活用を中心とした記載に 

変更 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日 

企 画 総 務 委 員 会 資 料 
企画財政部情報政策課 
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項番 頁 変更箇所 変更内容 

４ 80～104 
第３章 

資料編 

① 情報化に関する区民アンケート調査結果を追加 

② パブリックコメント実施結果を追加 

③ 職員ワークショップ実施結果を追加 

 

３．台東区ＤＸ推進計画（案）・・・別紙２ 

 

４．今後の予定 
 

令和８年３月下旬   計画発行 
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台東区ＤＸ推進計画 パブリックコメント実施結果 

 

分類 項番 意見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

１ 

２３区において台東区のＤ

Ｘ化は非常に遅れをとってい

ると思います。港区が全手続き

２，０００件強をすでにオンラ

イン手続き可能としている中、

台東区は１００件もないと伺

っています。 

働き世代として、役所へ行く

こと自体難しいので手続きの

オンライン化推進を強く望み

ます。また、今後子供を出産予

定です。そういう情報もプッシ

ュ型として発信していただき

たいです。 

本区では、ＤＸの加速化を図るため、令和

７年度に策定したＤＸ推進重点取組事項に

おいて、行政手続きのオンライン化を掲げ、

全庁一丸となって取り組んでいます。なお、

オンライン化した手続き数は、令和７年度末

時点で、行政手続き全体の２０％（約４００

手続き）を見込み、令和１０年度の目標を４

０％（約８００手続き）としています。 

また、情報発信については、ＸやＬＩＮＥ

等のほか、予防接種や健診の記録等ができる

「たいとうおやこ手帳アプリ」において、妊

娠・出産・子育て期の事業をプッシュ配信し

ています。その他、区公式ホームページにお

いて、ご家庭の状況に合った手続き等を調べ

ることができる「子育て手続きガイド」を令

和７年度に導入しています。引き続き、デジ

タル技術を活用して、子育て分野も含めた行

政手続きにかかる負担軽減に取り組んでま

いります。 

（目標１ 施策１ 行政手続き等のオンライ

ン化によるサービス向上） 

（目標１ 施策５ 子育てＤＸの推進） 

  

意見受付期間  令和７年１２月１７日（水）～令和８年１月７日（水） 

意見受付場所  
区公式ホームページでの受付のほか、各区民事務所・分室・地区センター、 

区政情報コーナー、情報政策課窓口で中間のまとめ閲覧・意見受付 

意見受付件数  ４人 ４件 

提出方法の内訳 
郵送 ０人（０件）     ファクシミリ ０人（０件） 

ホームページ ３人（３件） 持参 １人（１件） 

別紙１ 
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分類 項番 意見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

２ 

デジタル技術が進展するな

か、その活用を進めていくこと

は必要であると思いますが、高

齢の方はスマートフォンを持

っていても、使いこなしていな

い方が多くいると思います。そ

うした方々への支援を丁寧に

行っていただきますようお願

いします。 

本区では、デジタル機器に不慣れな方で

も、デジタル化の恩恵を受けられるよう、ス

マートフォンの操作講座や相談会等を実施

しており、多くの方に受講いただいていま

す。 

引き続き、受講者等のニーズをくみ取りな

がら、本事業を実施するなど、デジタル・デ

ィバイドの解消に取り組んでまいります。 

（目標１ 施策２ 誰一人取り残さないデジ

タル化の推進） 

３ 

セキュリティ対策強化の視

点が薄く感じる。例えば、イン

ターネットサービスを利用す

ることで、業務の効率化が期待

できるが、情報漏えいなどのリ

スクも増加する。区としてイン

ターネットサービスを活用す

るにあたり、どのようなセキュ

リティ対策を進めるのかを示

す必要があるのではないか。 

本区では、個人情報等の情報資産を適切に

管理するため、組織全体のセキュリティ対策

をまとめた内部規定を策定し、周知・徹底す

るとともに、定期的に職員研修を実施するこ

とで、セキュリティに関する最新動向や対策

等を注意喚起しています。 

また、インターネットサービス等の情報シ

ステムを導入する際において、個人情報等の

管理体制の審査・認証制度であるＩＳＭＳや

プライバシーマークを取得している事業者

を選定しています。 

さらに、本区で利用するシステムが適切に

運用され、リスクに対処できているかについ

て第三者から評価を受けるシステム監査を

予定しています。より一層安全で適切なシス

テム管理・運用体制を構築してまいります。 

（目標３ 施策１８ ＤＸ推進体制の強化） 
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分類 項番 意見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
２
章 

４ 

施策１２「デジタル時代の

新しい働き方の実現」におい

て、「職員間のコミュニケーシ

ョンの活性化や多様な働き方

を実現するため、フリーアド

レスを推進する」とあります

が、フリーアドレスは機密文

書などが流出しやすく、セキ

ュリティリスクが増大する危

険があります。十分慎重にな

るべきだと思いますが、いか

がでしょうか。たとえば大学

がフリーアドレスを推進した

結果、訴訟にまで発展した事

案なども参考にしてください

（もちろん区役所と大学は機

能が異なりますが、フリーア

ドレスのデメリットは明らか

になるかと思います）。 

 

※特定の個人・事業者の名称

を含む記載は控えさせていた

だきました。 

フリーアドレスは、本区の組織の一部で導

入しており、職員間のコミュニケーションの

活性化や省スペース化による執務スペース

の効率的な利用等、職場環境の改善に効果が

出ています。なお、機密文書などの紙資料に

ついては、業務終了後に鍵付きの書棚に保管

するなど、紛失や流出のないよう管理してい

ます。また、秘匿性の高い打ち合わせ等は、

会議室や個別ブースを利用することで、機密

性を確保しています。 

引き続き、セキュリティを確保しながら、

フリーアドレスを推進してまいります。  

（目標２ 施策１５ デジタル時代の新しい

働き方の実現） 

 


